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厚生労働省の「名古屋地区に係る民間委託による 

長期失業者の就職支援事業」第 4四半期分受託のお知らせ 
 

 

当社は、このほど厚生労働省の｢名古屋地区に係る民間委託による長期失業者の就職支援事業｣の 

第 4 四半期分を受託し、来年 1月より事業を開始いたします。 

 

本事業は、今年 4月、厚生労働省が「公共職業安定所において民間のノウハウを活用する事業の

全く新しい一形態として、公共職業安定所の業務の一部、すなわち、公共職業安定所で安定した雇

用に至らなかった長期失業者について、職業紹介を始めとする就職支援から就職後の職場定着指導

までを包括的に民間事業者に委託し、安定した雇用の実現を図ろうとする試行的な取組である」と

公表したものであります。 

 

今回の受託は、当社の第 1四半期及び第 2四半期におけるサービス内容が評価され、受託に繋が

ったものであります。これまで人材紹介事業の中で築き上げてきた求人企業からの高い信頼と信用、

カウンセリングを重視した求職者への確実な支援、再就職支援研修ノウハウをもとに受託事業を展

開し、きめ細やかなフォロー体制により職場での定着率を高め、一人でも多くの長期失業者の雇用

創出に努めてまいります。 

 

 

【事業概要】 

1．事 業 名：名古屋地区に係る民間委託による長期失業者の就職支援事業 

2．対象地区：北海道、東京、愛知、大阪および福岡の 5都道府県 10 地区 

3．対 象 者：全国約 5,000 人の長期失業者。具体的には、公共職業安定所に求職の申込み

をしている 30 歳以上 60 歳未満の者のうち、離職後 1 年（雇用保険受給者に

あっては、離職後 1 年、かつ、雇用保険受給終了後 2 ヶ月、雇用調整方針の

対象者にあっては、雇用保険受給終了後 2 ヶ月）以上、公共職業安定所で求

職活動に積極的に取り組んできた者であって、民間事業者の就職支援等の利

用を希望する者。 

4．事業内容：①再就職の実現度を高める業務 ②職業紹介による就職の実現を図る業務 

③就職後の職業定着指導業務 

  5．委 託 費：①1年以内に就職し、6ヶ月以上職業に定着した場合 ⇒ 60 万円／人 

②1 年以内に就職し、6ヶ月未満で離職した場合   ⇒ 30 万円／人 

③1 年以内に就職しなかった場合            ⇒ 20 万円／人 

      

 

 

【お問合せ先】  総務部 広報課／森川・山田       電話番号 052-953-9210 

 

 以 上 


